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実践報告

自閉スペクトラム症のある大学生における自主学習の促進:

行動契約法を用いた学習に対する動機づけの向上

佐々木銀iiiJ* .青木真純*・五i床洋一人野呂文行**

本研究では、 1~11~'1 スペクトラム症のある大学生 1 名に対して行動契約 j去を導入し、

学生による I~I 主学習が促進されるかを検討した。初出来談11寺のアセスメントの結果を

もとに支援計画を立案した。まず、 I~I 主学習 1I寺において取り組む問題数を設定する目

標設定を行った。その後、 iヨ標を書f(Ij化し、対応する強化子の提供等を明記した行動

契約法を導入した。行動契約法の後で、再び目標設定のみによる I~I 主学習の促進効果

を評価した。その結果、目標設定のみでは自主学習は促進せず、行動契約法によって

自主学習が促進されることが示された。この結果について、行動契約法で、設定される

強化子の設定・ ~@:JlHおよび障害学生支援としての意義について検討した。

キー・ワード:Iと!閉スペクトラム症大学生 自主学習 行動契約法修学支援

1.問題と目的

我が国では、 2016年度からの「障害を哩由

とする差別のWí: ?ì~ の推進に i却する法律(蹄害者

差別Wi:?i司法)Jの施行に向けて、発注障害のあ

る大学生に対ーする合理Il的配忠および修学支援の

あり方について議論が行われてきた(例えば，

丹治・野，，?，， 2014など)。 日本学生支援機構

(2015)が実施した「平成26年度大学、短期大

学及び高等専門学校における líÌ~害のある学生の

修学支援に関する実態調査結果報告書」では、

全国の障害学生のうち発達障害のある学生の割

合は 19.3%と高い割合であることが示されてい

る。また、発達障害のある学生に対する支援内

容では、 J受業支援(例:注意事項等の文書伝達)

よりも授業以外の支援(例:保護者との述携、

学習指導など)が多く行われている現状にある。

なかでも、学官指導に関しては約71.4%の学校

本 tt?皮大学ダイノ 1ーシティ・アクセシビリテイ・キャ

リアセンタ一

日筑波大学人1111系

で支援が行われており、発達障害のある学生に

対する学習指導は修学支援において重要な項目

の 1つであると考えられている。

発達障害のある学生への学習指導において

は、学習に必要なスキル(例:レポートの書き

方など)を獲得することも必要であるが、特に

学びへの意欲を高め、維持することが重要であ

ると考えられる。例えば、高橋 (2014)は、就

労支援で月札、られているモデルを参考に大学生

活を送るにあたって基盤となる事柄を示してい

るD その中では、「専門領域への適性J、「基本

的学習スキル」、「社会生活技能・対人能力」、「日

常生活管理・基本的な生活習慣」、「心と体の健

康管理」などが大学生には求められており、そ

の前提として「学ぶことへの意欲」が必要であ

ると主張されている D しかしながら、我が医jに

おける発達障害のある学生への支援で、は、学習

スキルの獲得や促進に対する支援方法の研究は

進められているが、学習の意欲、すなわち動機

づけを高めるための試みについては研究が行わ

れていない現状にある(丹治・野!日， 2014)。実
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くな

における f芋び、の

るための支援方liI告についても

(M む二、 i誌るざまなともH乎ばれる

月・瀬戸・泉谷・佐藤，。

ある小 I~!ぺ乏生における IIlJ題行動の低

減 (Mru討に Cohen，& Smith， 2007)、

ある中学生における学業ノミブオーマンスの向上

(Newstrom、 '_UC<S''''''''，& Sween旬、、 +1

にお吋るM，I折欠j詰の抵主主 1990)、大

のiJまブヨグラム(望月ら， 1992)な

して適用されてきている。

進に関しでも、

テスト

入し

そし

く

る人の

る 2001)0 

のある人に対して

をJFJいる手!]，I立として、 jレ…ル をi判長官;に

るため、自!U'lスペクトラム

Spectrum Disorder : ASD)のある学生に対して

克通しを持たせ、担党1'!'0な子がかりとして機能

また、行

(Mruzek et a1.， 2007)心

(ニ強イヒ子)

、主iti寺するの

ると考えられる。問えば、支

れるっそのため、

ついて対象者の問

と交渉しなければならないとされている

， 2001)。そこで、

を達成したlit.%の結県、下性を

における を;当める ilJ

さ れ て い る &

このように、行政史約 H~

ネジメントに効果 I~Iヲ

り、 持 iニキ完封ミ I~迫

ある

られる。しかしながら、

る発注障害学生を対象

iiH究は見られないっ

そこで本研究では、

名…

11. 

1 .参加者

A大学の障害学生支援部門において

;乏を利Jlj する広汎性発述 I~奈

)ev，elopmental Disorders : PDD) の診 I~')r を受ける

20代の男子大学生 l名が本研究に参加した。な

お、参加者の診訴時における病名は DSM-IVに

準挺した PDDがJFjいられていたが、

はDSM伊 vに準拠した包括的な病名として

(1せにJ:FJいられていたため、本研究

σ〉 を Ji~ Jj~ (1守に ASむと

xiF.10FJ~こすミ去をし 者における WAIS-

Table 1に訴すむ WAIS-IIIの結栄語、

的なおi誌を示しているが

i誌でばちつきが克られること、 (2)

を能っ



I=IIUJスペクトラム症のある大学生における自主学習の促進

Table 1 参加者における WAlS-皿の結果

lQ/群指数

言語理解 知覚統合 作動記暗 処理速度全検査IQ

120 93 98 84 109 

下位検査得点

単語類似知識完成積木行列算 数数唱語音符号記号理解配列

14 15 12 8 10 9 14 6 9 8 6 15 13 

や論理HをJllIi科して考えることが得意であるこ

と、 (3)処理速度の得点の低さについて、制限

時間jに閲する教示をしているにも関わらず、検

証後に参加者から 111寺山]を気にして書かなかっ

た」との報告が符られたことから、書記長i休に

邸主H~があるというよりも f!JIJI浪I!寺 11\1を支え識して行

動することが苦手であること、 (4)作動記憶の

iご位検査の 1:1=1でも、算数の得点のみが高く、数

11M.語音盤列の得点が低いことから、主:1床のw-
わない機械的なi暗記は苦手であることなどが示

11変された。

参加者はX+ 1:¥1ミに所属学部において必須の

試!投に向けて I~I 主勉強を行っていたが、「勉強

に対するモチベーションがなかなか上がらず勉

強に取り組めない」との1'11し出があり、 A大学

の部主学生支援部門において修学支援を利用し

ていた。参加者は所属学部の他の学生とのコ

ミュニケーションが乏しく、他の学生が行って

いる試験勉強の方法について知らない状態で来

談していた。 I~I 主学習の定着が主訴であったた

め、学内組織との修学環境の調整(合型n!'l~ 配慮)

は行わず、参加者本人に対する教育的支援とし

て、!)1'tl害学生支援部門のj隊員(第一著者)が支

援者となり、参加者と I~I 主学習に関する定WJ (I~

な面iii炎を行った。なお、支援者は参加者よりも

年上の関係性にあった。

2. 教材

参加者における自主学習の促進にあたり、参

加者が所持している試験勉強i別の問題集 5111).を

伎JlJした。なお、これらのi問題集について、研

究開始時までに参加者が練習問題を解くことは

なく、 Ilijj起を挑めるだけであった。 問題集は 1

つの設IIUに対して 4~ 6!J支程度ーの複数の選択肢

から、正解と考えられる選択肢をOで回答する

形式であった (Fig.l)。参加者は設lllJを見なが

ら、自身が正解だと思う選択肢について別紙に

記号を書き写し、書き写した後で解答・解説を

読み、 I~I 身が選択したものが正解であるか I~l 己

採点をした。 以上のサイクルを 1I悶として、参

加者は自身が設定した I~I 棋の問題数をもとに回

答を行った。なお、問題集は複数使用したが、

基本的な構成は Fig.lに示す構成と全て同じで

あった。また、同じ I~JJJillを2回以上Wi:くことは

なく、研究実施ltJJIIUにわたって全て呉なる問題

に取り組んでいた。

3. 研究期間

X 年 10 月 ~X+1:\F:-4 月までの 6 ヶ月間]にわ

たって自主学習に対する支援を行った。

4. 手続き

(1) アセスメント:初回来談時の面談記録お

よびWAIS-皿の結果をもとに、参加者における

自主学習の促進に関するアセスメントを行っ

た。まず、初IITI来談11寺に今までの勉強方法につ

いて砧;認したところ、「教科書などを閉じめるだ

けで、練習!7:lJj起を解くなどの方j去は一切やって

こなかった」とのことであった。受!段予定の試

験の内容は選択式であることが分かつており、

それに対して「選択式のものは解きにくしづと

の訴えがあった。その他、参考書等に直接書き

込む方法は参加者にとって「汚れるので抵抗が

ある」という意見が得られたため、問題集を見

ながら別紙に回答を書く方法ーを基本的な学習方

法として設定した。また、意味を伴わない記憶

は苦千であるという WAIS-皿の結果をもとに、

つふ
り
/
】
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回答が11日迷っていたJ易合にはjIしい単語のみを

書くのではなく、正しい単語を使った文章を考

えて記述する方法を参加者に推奨した。この文

章で正しい回答を記述する方法については実施

後に参加者から「自分にはこの方法が合ってい

る」との報告が得られていた。

(2) ベースライン(目標設定のみ):参加者

と支援者間での而談において、「し 1つまでに、

どの程度の問題数を解くか」という目標を参加

者自身が口頭で自己設定した。支援者は毎回の

面談において「し 1つまでに、どの程度の問題数

を解くかがとめてくださしh ただし、自分ででき

ると思う量にすること、決められない時には数

値目標を設定しなくても構わない」と参加者に

教示した。ベースラインにおいて而談は4凶行

われた。

(3) 介入(目標設定+行動契約法): 10週日

の而談の後半において、参加者と支援者間で書

1mによる行動契約を行った。行動契約にrIい、る

書面(行動契約書)は Fig.2め書式をmし1た。行

動契約書は Miltenberger (2001)を参考に、「標

的行動J(第 2条)、「標的行動の測定方法J(第

3条)、「襟的行動を行うタイミングJ(第 3条)、

「強化・消去の随伴性J(第 4・5条)、「結果関

伴性を実行する人J(第 4・5条)が感り込まれ

るよう第一著者が作成した。なお、第 4・5条

については、参加者が問題に回答して提出する

行動に対する分化強化の随伴性を示している。

先行研究では弱化の随伴性を用いているが、本

研究において弱化的伴性の実施はイ命耳目的な問題

があると考え、強化と消去で梢)~文される分化強

化のIjJll1*tl=.とした。なお、文書 i二の表記は「懲

戒事項Jと弱化に類する言諸表現をn礼、るよう

調整することで、参加者の随伴性に対する注目を

高めるよう考慮した。而談11寺に確認する標的行

動はベースラインと同様に「し、つまでに、どの

程度の問題数を解くか」としたが、行動契約書

はX+1年 2月末日までの標的行動を記ilまする

様式としていたため、参加者と協議して、行動

契約書宇には「問題集の全問題を停れ、て吉:Ufiで提

出すること」と記載した。行動契約法における

強化子の設定に関しては、大学職員である支援

者と学生である参加者という関係性から金銭や

物品等による報酬の提供は国難であると判断

[設問 1) 

Disability Sciencesの日本語訳はどれか.

a 障害者

b 特別支援教育

c 特殊教育

d 障害科学

[設問 1の解答・解説]

Disabled Persons 
Special Need Education 
Special Education 

Disability Sciences 

Fig. 1 I~! 主学習に使用した IUJJむ集の例

参加者の個人情報が読み取れないよう，問題の内容を加工して提示している.

円
〆
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し、参加者自身および参加者の家族によって管

沼!可能な強化子を設定するように参加者に伝え

た。そのため、実際に強化子を提供できるかど

うかは、参加者と参加者の家族IMJでの話し合い

によることも合わせて参加者に伝えた。その結

果、参加者が「海外旅行に I人で行く」ことを

自主的に設定した。その盟由として、「海外に

行くことが好きであり、今までも I人で旅行に

行っている」とのことであった。その他の手続

きはベースラインと同様であった。介入におけ

る而談は 4IITI行われた。

(4) フォローアップ(自標設定のみ): 17週

行動契約書

~盛主ー(以下 r 1+1 Jとし、う)と 一五担!主一(以下「乙」とし、う)は以下の通り、契約を行う。

第 1条本契約の目的

本契約l立、 i引と乙のIHlにおいて、設:の首i2条に定める条件により、乙における修学 i二の151題をj京成す

ゑ=-cをl'j(j(Jとして、 ドゴ己の業務契約を行うものである。

第2条業務内容

本契約において、乙!立以下の業務の遂行をしなければならない。

十問題集の全H!J胞を解き、その角f(，容を'f穿ifiiでIpに提出する

第 3条 業務遂行報告に関する事項

本契約において、第 2条で定める業務の遂行にあたり、定期的な商談のI訟において、乙l土fpに対して

遂行状況に関する報告を行う。

第4条 乙が業務を遂行した場合の報酬

本契約において、乙が契約WlIlll内に業務を遂行した場合、 tp，立乙が存休みに海外へ旅行することを許

互主ゑ2一

第 5条 乙が業務を遂行できなかった場合の懲戒事項

本契約において、乙が契約Wlliil内に業務を遂行できなかった場合、 E131i乙が芥休みにげl}外lこ旅行する

ことを WI 可しないn 乙が fp の 7~~誌なく 旅行を決行しようとする場合には、市は乙の家族lこ迷絡して旅

行の停止を依紙寸ることができるわ

第 6条 甲の監督権放棄時における本契約の破棄

本契約において、 l) Ij1が予定きれた凶談を耳H!占iなく欠席した場合、 2) '11が乙に[話談予約の連絡を

行ねなかった場合 1-工、 I jIの I}K~俗椛放!+~とみなし、本契約を自動的に破楽する。

第 7条本契約期間

本契約のWlIHli工、契約 1:1から X+l年:2)}末 11までとする。

司王111( 'lo )1 13 

iたι__(_fj_i_2 盛

I\:主~ 盛

Fig.2 本研究で)刊し、た行動契約書の書式

F
「
d

円
/
}

円
/
}



佐々木銀河・青木真純・五味洋一・肝日文行

I~I 以 i年の而談で、「海外旅行に]人で行く J と

いう強化子が参加者の家族から反対されて提供

できないことが明らかとなった。そこで、行動

契約法は破棄して、ベースラインと同様に回答

する問題数のみを参加者自身が仁!頭で自己設定

した。フォローアップにおける面談は 3IITI行わ

れた。

5. 従属変数

本研究は、以下の 2つを従属変数とした。①

問題の正誤に関わらず、参加者が別紙に回答し

た 1週間あたりの問題数(回答数)。②参加者

が面談時に設定した 1週間あたりの目標とする

問題数(I~I 標数)。

6. 研究デザイン

A (目標設定のみ)、 B (l~l 襟設定+行動契約

法)とする ABAデザインをj刊し、た。

7. 倫理的配慮

本研究は筑波大学人閥系研究倫理委員会の承

認を得て実施された。本研究の実施にあたり、

参加者となる学生が修学支援の利用と1iJf究同意

ペースライン

(目標設定のみ)

400 

350 
l 
週 「ハハ
間 ~UU

あ
た 250

り
0) 200 
問
題<.-円
数よ_jV

問 100

50 

。

が別種であることについて雌実に型併できるよ

う以下のプロセ久で同意を得た。まず、修学支

援の利用申込後に書記と口頭で研究目的と内容

について説明を行った。その際に本研究に参加

しなくても不利益を被ることなく修学支援を受

けられる旨を伝えた上で、参加者より研究協力

への同意を得た。

ill. 結果

Fig.3に参加者における 1週間あたりの問答

した問題数を示す。

@標設定のみを行ったベースラインでは、 l

週目は「数値目標なし J 、 2 週 I~I は í1 週間で

10011:\日、 3 週 l~l は í 1週間で130IIn J 、 10 週 I~l

は「数値目標なし」が参加者の目標として I~I 己

設定された。 1 週 1~1 には 85 問、 2 週 I~l に 13711\J

をWi:いて面談に持参しており、「このまま続け

られそうである」との報告が参加者より符られ

た。しかしながら、 3 週日から 9 週 I~I は全く 11 1]

題をW(:くことができず、支援者とのHii談も無断

十定

入

設

介

標
目

フォローアップ

(目標設定のみ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

週

Fig.3 1週間あたりの問題数

図1:1:1の*は，参加者と支援者で而談を行った:i!Mを示す.

1~1 1j :1 の目標数は，面談H寺に目標数が変更されるまで，継続して同数を表記している.
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で欠席することが複数回見られた。 10週百に いにも関わらず、回答数の増加傾向が見られ

再び而談をすることができたが、無断欠席の理 た。 28週日の面談では「海外旅行に行けなく

出について尋ねたところ「面談をうっかり忘れ なったことは残念だったが、自分なりに色々と

ていた」との報告であった。自主学習に関する 考えて勉強に取り組まなきゃいけないと思うよ

様子を尋ねたところ、「勉強をしなければいけ うになった」という参加者の報告が得られた。

ないと思うものの、やる気が出なくて、集1:1こiす

ることができず、全然できなかった」との報告

が得られた。

そこで、 10:ìllil 1~1 の面談 11寺に目標設定に加え

て介入として行動契約法を導入した。その結果、

11巡目は「平日に何:日 351'/1]ずつ解いて支援者

にメールをする(週あたり 1751問)J、12・14・

16 週 I~I は「毎日 5011:\JWれ 1 て支援者にメールを

する(週あたり 350II:¥J) Jことが参加者の目標と

して自己設定された。 11 週 I~! では、面談 11寺に

参加者が自発的に 1日あたりに解くべき問題数

の目安を計算する様子が見られた。その後も、

週により変動は激しいものの、平均25911:¥'Jと回

答数が114力11し、最大で、は I週あたり 373何回答

した週も見られた。 1日あたりの回答傾向は50

間以上国答する日と 1IUJもITII答しない1:1に二分

されている傾向であった。また、 2週に 1!mの

ペースで支援者とも而談をすることができ、

メールによる支援者への報告も何:日定期的に行

われていた。一方で、 14 週[~[の而談において

「淘ー外旅行に I人で行く」ことの実現可能性に

ついて支援者が雌認したところ、「家族に相談

して、行動契約自体は悪し 1ことではないと言っ

てもらっているが、海外旅行には否定的な感じ

であった。そのl坊合は I~I 分のお金で行こうと思

う」との報告が得られた。

しかしながら、行動契約j去が破棄されて目標

設定のみとなった 17週日以降のフォローアッ

プでは、 18 週 I~I で「毎日 1 IIlJ以上解いてメール

をする(週あたり 7Ill]) J 、 21 週 I~I で「数値 1~11票

なしでメール報告もしない」という I~I 襟が I~I 己

設定された。フォローアップにおいて、再びITII

答数が減少した。加えて、 21週日以降はメー

ルによる支援者への報告や而談も途絶えがちに

なった。その一方で、 22 週 I~! から 26週日にか

けて行動契約法や数値目標の設定を行っていな

ν.考察

本研究の結果、自 1~1 スペクトラム症のある大

学生における I~l 主学習の促進に対して、行動契

約法の有効性が示唆された。また、口頭による

目標設定単独では一時的に自主学習を促進する

ことはできたが、 2週間の維持しか見られな

かった。一方で、書:TIIiによる行動契約法との併

月3においては破棄されるまでの 6週間jにわたっ

て自主学習が維持され、 !m答数も目標設定単独

より多かった。この結果から、目標設定単独よ

りも行動契約法と併用する方が自主学習の促進

に効果的で、あることが示唆された。この理由と

して、行動契約法では口頭による目標設定と異

なり、書面による標的行動の伝達と結果的伴侶:

の設定が含まれていたことが挙げられる。本研

究の参加者は知能検査の結果からも、言語的な

ルールによる理解が比較的得意であったため、

行動契約書による標的行動および結果随伴性の

言語的な伝達が参加{者にとって「自主学習をす

るとどうなるか、しないとどうなるか」という

行動的伴性を理解しやすい手続きであったと考

えられた。また、強化や消去といった結果随伴

性の設定は、「勉強に対するモチベーションが

上がらなしづという主訴をもっ参加者に対して、

新たな意欲や動機づけを引き出すために効果的

であったと考えられた。

しカ、しなカfら、オ吋以fヲEで、はフォローアップIl寺

より「海外旅行に I人で行く」という強化子の

提供が不可能となった結果、行動契約が破棄さ

れ、学習パフォーマンスの低下が見られた。こ

のことは、行動契約法で、)刊いた強化子の強度や

提示頻度が問題であったと考えられた。 Petry

(2000)は、行動契約法のような対象者のj!jfl伴

性管J]t技法に関するレビューを行い、適用H寺の

注意点をまとめている。その中で、強化子の強
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で金銭や物品といった は I~I難であ

る。そこで本存1:究では、

によって管理できる強化子を設定したが、

るまでのX十 1年 2月までは強住子が提供され 先述の強化子管理にi認する凱題のためにより長

ないという契約になっていた。この場合、

外旅行に l人で行く j ことは、強度はi吉弘、詩人

よび管JlJ[について、強化子の

および提示頻度の諮i点からよち詳細に検討し、

を組み合わせること

して強化子

それにも関わら

fフォ…?ン

知的な動機づけの主主持はi益軒tで、あ

シ

であるかもしれなし、例えば、

契約であれば家路が強化子設

そのた

ある

るた

きる

i可ことで4ぢ互(.1ヲ

は、行動契約を者

をFFJしミることでよち

ることができるかもしれない。

ある学生においてはコミュニ

で ケーションの邸主主さを iこl常

{土、

を考え、

i司かせる している。こ

のように本研究において強化子が提告さされなく

も学翠パフォーマンスを向上させたことは、

標的行動の実行を

約への署名

における

にi羽する

ズをもとに、(1)所属学部において必須の試験

のため であったこと、 方111告のえと

iめに色の学生と関わる

される。そ w

して、

より他の学生に対してどう関わるべきかが

いもの

生から

になると考えちれる

設定すること

を促進・

(iYlJ :。 今後 ;立 、

も参考にしながら、

いて年:習に対ーする

の社会的な I~I

えら ても学官に

く

を維持させるフォロー

るだろう。れたことから

(Petry今 2000)。しかしながら、

おいて支段者と令る教職員と

した。 アッ

とし=う!羽係性

謝辞

本研究に

しJ=.げま

し いた学生 より
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Facilitation of Self--learning in a College Student with Autism Spectrum Disorder: 

Improvements of Motivation for Learning by Using a Behavioral Contr‘acting 

Ginga SASAKI'， M部 umiAOKf， Yoichi GOMI* and Fumiyuki NORO叫

自社1avioralcontracting was conducted to a college stlldent witb autism spectrll!11 disorders to 

investigate whether sell三leal・nil1gwas facilitated. The sllppon plan was designed 011 the basis 01' the 

results of assessmel1t which were conducted at the first intervic¥ミヘ First. a Qoal scttin父 was introdllced ， -~ =ぅ、J

by deciding the number of questions to be rackled in self二learning.Subsequently，乱 behavioral

contracting writing the goal and describing the delivery 01' corresponding reinf仇'cerswas introduccd. 

A tler the intervention with the behavioral conrractingラ。nlythe goal setting was conducted againラand

its cffects on facilitating was assessed.良部ultsindicated that self-learning was not 

l'acilitated only by goal setting and that the behavioral contracting was effective fOl・lacilitatingself二

learning. The above results are discussed fl・0111the perspective 01' establishing and managing 

reinforcers through behavioral contractingラ and1110reo¥知" significance as supports for students with 

disabilities. 

Keywords: Alltism Spect'rul11 Disorder， College Stlldents， Sel!二lealηlngぅ 8ehavioralContracting， 

Learning Supports 
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